
加入の瀬戸際

みなさんの参加をお待ちしていますみなさんの参加をお待ちしています

つべつ紅葉マラソン大会参加者募集！

●開催日 10月５日（日） 雨天決行です　

●受　付 午前８時30分 ～午前９時 豊永さくら公園

●開会式 午前９時　　

●スタート 午前10時30分　　

●種 目　ハーフコース（21.0975d）一般男女年代別

10dコース 一般男女年代別（中学男女含む）

５dコース 一般男女年代別・中学男女・小学4～6年男女

３dコース

小学1～3年男女・自由参加（年齢性別は問いません）

※ハーフコース、10dコース、５dコースに参加する高校

生は一般男女年代別に該当します。

※10dコースに参加する中学生は、一般男女年代別に該

当します。

※家族で参加を希望する方は、自由参加で申し込みがで

きます。

●参加料・一 般 1,500円

・中高生 1,000円

・小学生 700円

●定　員 300名（先着順）

●締　切　申込書に参加料を添え

て9月５日（金）厳守

●問い合わせ先　中央公民館内つべつ紅葉マラソン大会事務局

†76－2713・2721

「非核・平和の町宣言」の決議

世界の恒久平和と豊かで安全な地域環境を守ることは、全世界

の共通の願いであります。

この切なる人類の願いにかかわらず、今なおこの地球上には大

量の核兵器が蓄積され、核実験・核競争が行われ、この脅威から

解放されておりません。核兵器の使用は地球を破壊し、すべての

人類、すべての文明を破滅させるものであります。

世界唯一の被爆体験国である日本国民は、この過ちを再び繰り

返さないために、核兵器の廃絶を世界に訴え続け、核競争に歯止

めをかけなければなりません。

愛林の町を宣言している私たち津別町民は、緑豊かな自然と郷

土を守り子孫に伝えるためにも、非核三原則の作らず・持たず・

持ち込ませずの理念を尊守し、恒久平和の実現を願い、ここに

「非核・平和の町宣言」をする。

以上、決議する。

平成10年９月25日　　　　 北海道網走郡津別町議会

北海道苦情審査委員制度のご利用を！

道の仕事のことで、皆さん自身の利害にかかわる苦情

は、苦情審査委員に申し立ててください。

簡易な手続きで、苦情審査委員が中立的な立場から、

道の業務や制度の内容を調査するなど、迅速に処理しま

す。なお、個人情報の保護には十分配慮します。

◎制度の概要と苦情申立書をセットにしたリーフレッ

トを用意していますので窓口へ連絡してください。

◎苦情の申し立て方法は、苦情申立書により、郵送・

ファックス・電子メールでも申し立てできます。

◎連絡先　

・北海道知事政策部知事室道政相談センター

〒060－8588 札幌市中央区北3条西6丁目

† 011－204－5022 FAX 011－241－8181

E-mail：kujyou.koueki@pref.hokkaido.lg.jp

・各支庁地域振興部総務課道政相談室へ

歓迎歓迎！！スポーツ合宿に多くのチームが津別を訪れますスポーツ合宿に多くのチームが津別を訪れます

練習試合の日程は変更する場合がありますのでご了承ください。

年金ミニ知識
問い合わせ　戸籍・年金担当

† 76－2151 内線 222
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問い合わせ先 帯広地方協力本部北見地域事務所　

† 0157－23－6826

平成20年度自衛官募集のお知らせ
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平成21年度　網走支庁管内　

町村職員採用資格試験案内

受験資格 大学卒　S56年4月2日～S62年4月1日　

までに生まれた人

高校卒　S60年4月2日～H３年4月1日

までに生まれた人

受付期間 平成20年7月14日（月）～8月15日（金）

受付場所 網走支庁管内町村会（郵送可）

採用予定者数 大学卒12名　高校卒9名

試験会場 網走桂陽高等学校

詳しくは網走支庁管内町村会または、役場総務課ま

でお問い合わせください。役場総務課 †76－2151

交流を深めたバスケット少年団細かな指導を教わる野球少年

練習試合

問い合わせ先

津別町スポーツ合宿実行委員会事務局

津別町中央公民館内　 †76－2713

〈サッカー〉

国民年金は、自営業者や会社員、配偶

者などすべての人に共通する基礎年金を

支給し、厚生年金や共済年金などは基礎

年金の上乗せ年金になります。つまり年

金を家に例えると国民年金は１階、その

他の年金は２階部分になると言えます。

ところで、国民年金は20歳から60歳

まで加入しますが、基礎年金を受給でき

るようになるには最低25年間、国民年

金保険料を納入しなければなりません。

ということは、最低でも35歳までに加

入して保険料を納付しなければ、老齢基

礎年金を受け取る資格が無いということ

になってしまいます。年金にとって35

歳は節目です。

では、35歳を過ぎてしまった場合は

どうするの？　40歳までのときは60歳

から65歳まで特別に加入（任意加入）

して資格期間を満たします。40歳を過

ぎると・・・、厳しい・・・。

35歳、40歳は年金を受給できるか否

か、瀬戸際の年齢なのです。

1945年8月、広

島・長崎に原爆が

投下されてから63

年が経ちました。

今この瞬間もテ

ロや報復戦争が世

界各地で続いてい

ます。『第二の被爆

国』をださないた

めにも『平和』を

世界の先頭に立って訴えることが必要です。

津別町は平成10年9月に右記の「非核・平和の

町宣言」を行い、核兵器の廃絶を訴えています。

また、平成14年に幸町の忠魂碑跡地に「平和の

碑」を建立し、恒久平和の実現を願っています。


